
【キャンペーンの注意事項】

(1)本キャンペーンは、翠ペイのカード会員の方が、アプリ会員に移行すると、2,000ポイントを付与す
るキャンペーンです。

(2)本キャンペーンの対象となる方は、令和６年８月31日以前にカード会員として登録した方で、令和
６年９月10日から、令和７年１月31日までにアプリ会員へ移行した方です。
令和６年８月31日時点のカード会員には、事務局から本キャンペーンのご案内文書を送付いたします。

(3)アプリ会員になるためには、アプリをインストールできるスマートフォン等が必要です。
(4)キャンペーンにより付与されたポイントは、付与日から令和７年２月28日まで使用可能です。

使用可能期限を過ぎたポイントは失効しますのでご注意ください。
(5)本キャンペーンは市予算の範囲内で実施し、予算の上限に達した段階で終了することがあります。
(6)アプリ会員への移行後は、事務局にてカードの停止手続きを行うため、カードの使用ができなくなり

ます。ご利用者様によるカード停止手続きは不要です。移行手続を行った翠ペイカードはご利用者
 様にて廃棄ください。

乗り換えキャンペーン乗り換えキャンペーン

アプリ会員へのアプリ会員への

キャンペーンの

概 要
翠ペイのカード会員で、アプリ会員に移行した方を対象に、
翠ペイのキャンペーンポイントを2,000ポイント付与します。

＃ 翠ペイで“もっと”トクしちゃおう

キャンペーンの

対 象 者
以下①から③のすべての条件を満たす方
①令和６年８月31日以前にカード会員として登録した方で、令和６年９月
10日から令和７年１月31日までにアプリ会員へ移行した方

②移行後の翠ペイアプリアカウント情報に氏名、生年月日の情報を登録し
ている方

③移行前のカード会員情報と、移行後のアプリ会員情報の氏名、生年月日
が一致する方。

キャンペーンポイントの

使用可能期間 ポイント付与日から 令和７年２月28日（金）まで

キャンペーンポイントの

付与日 随時

【問合わせ先】

◎ 本キャンペーンに関する問合せ先
糸魚川市産業部 商工観光課企業支援係
TEL.025-552-1511

◎ 翠ペイに関する問合せ先
糸魚川市デジタル地域通貨振興協会
コールセンター TEL.0120-11-1164

（9:00～18:00、年末年始を除く）

【詳細はこちら】

◎カード会員限定！
アプリ会員への乗り換えキャンペーン

◎糸魚川市デジタル地域通貨
翠ペイ

まずは翠ペイアプリをダウンロード！
こちらをカメラで読み取ると、ダウンロードページが開きます。
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